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議案第７０号  

 

 

平成３０年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

 

 

平成３０年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  565,653千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ  8,799,653千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 予算の金額  

は，「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月４日提出  

 

笠間市長   山口  伸樹    



　歳　入 (単位：千円）

6. 繰 入 金 698,841 △ 70 698,771

1. 他 会 計 繰 入 金 698,840 △ 70 698,770

7. 繰 越 金 1 565,723 565,724

1. 繰 越 金 1 565,723 565,724

8,234,000 565,653 8,799,653

第 １ 表          　　                  歳  入  歳  出  予  算  補  正　
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補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



（単位：千円）

1. 総 務 費 151,597 200 151,797

1. 総 務 管 理 費 131,548 200 131,748

6. 基 金 積 立 金 1 324,111 324,112

1. 基 金 積 立 金 1 324,111 324,112

7. 諸 支 出 金 54,476 241,342 295,818

1. 償還金及び還付加算金 11,051 131,342 142,393

3. 繰 出 金 0 110,000 110,000

8,234,000 565,653 8,799,653

3

　歳　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



（歳　入） （単位：千円）

6. 繰 入 金 698,841 △70 698,771

7. 繰 越 金 1 565,723 565,724

8,234,000 565,653 8,799,653

計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

　　 歳　　　　入　　　　合　　　　計  
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款 補正前の額 補　正　額

１.　総　　括



（歳　出） （単位：千円）

1. 総 務 費 151,597 200 151,797 △ 70 270

6. 基 金 積 立 金 1 324,111 324,112 324,111

7. 諸 支 出 金 54,476 241,342 295,818 241,342

8,234,000 565,653 8,799,653 △ 70 565,723歳　　出　　合　　計

国県支出金 地方債
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その他

補正前の額 補　正　額

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

款 計 特　　定　　財　　源
一般財源



2.  歳　入

(款)  6.繰入金 (項)  1.他会計繰入金 （単位：千円）

 1. 一般会計繰入金 698,840 △70 698,770  1. 一般会計繰入金 △70 事務費繰入金 △70  

698,840 △70 698,770

(款)  7.繰越金 (項)  1.繰越金

 1. 繰越金 1 565,723 565,724  1. 繰越金 565,723 繰越金 565,723

1 565,723 565,724

 7.繰越金 国民健康保険特別会計

計

計
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説　　                  明補　正　額 計
節

金　　額区　　分
目 補正前の額



3.  歳　出

(款)　 1.総務費 (項)　 1.総務管理費 （単位：千円）

 1. 一般管理費 129,018 200 129,218 △70 270  3. 職員手当等 △140 一般職通勤手当 40  

児童手当 △180  

 4. 共済費 70 一般職共済組合負担金 70  

13. 委託料 270 電算業務委託料 270  

131,548 200 131,748 △70 270

(款)　 6.基金積立金 (項)　 1.基金積立金

 1. 準備金積立 1 324,111 324,112 324,111 25. 積立金 324,111 財政調整基金積立金 324,111

金

1 324,111 324,112 324,111

(款)　 7.諸支出金 (項)　 1.償還金及び還付加算金

 3. 償還金 1 131,342 131,343 131,342 23. 償還金、利 131,342 国庫金返納金 118,638

子及び割引 退職者医療交付金精算金 12,704  

料

11,051 131,342 142,393 131,342

(款)　 7.諸支出金 (項)　 3.繰出金

 1. 一般会計繰 0 110,000 110,000 110,000 28. 繰出金 110,000 一般会計繰出金 110,000

出金

0 110,000 110,000 110,000

 7.諸支出金 国民健康保険特別会計

計

計
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計

区　　分
説　　   明補　正　額 計

金   額
国県支出金 地方債 その他

計

節補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目 補正前の額



（１）総　括

(単位：千円)

職　員　数

(人)
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

補 正 後 16 53,117 37,312 90,429 16,163 106,592 

補 正 前 16 53,117 37,272 90,389 16,093 106,482 

比 較 40 40 70 110 

(単位：千円)

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 時間外勤務手当

補 正 後 12,732 8,814 1,194 1,630 1,797 978 2,996

補 正 前 12,732 8,814 1,194 1,630 1,797 938 2,996

比 較 40 

区 分 管 理 職 手 当
管 理 職 員 特
別 勤 務 手 当

退 職 手 当
(組合負担金 )

休日勤務手当 宿 日 直 手 当 夜間勤務手当

補 正 後 7,171

補 正 前 7,171

比 較

職 員 手 当

の 内 訳

２．一　般　職

備 考共 済 費 合 計区 分

給 与 費
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増 減 額

(千円) (千円)

給 料 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

そ の 他 の 増 減 分

職員手当 40 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

そ の 他 の 増 減 分 40 人事異動等によるもの 　　　   

 

区 分
増 減 事 由 別 内 訳

説 明 備 考
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（３）給料及び職員手当の状況

　　　ア　職員１人当り給与

(単位：円)

行 政 職 ( 一 ) 行 政 職 ( 二 )

276,056 

302,073 

(歳) 37 

276,650 

305,593 

(歳) 37 平 均 年 齢

平 成 30 年 1 月 1 日 現 在

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

区 分

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢

平 成 30 年 7 月 1 日 現 在
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　　　ウ　級別職員数

級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％)

7

6

5 1 6.3

4 2 12.5 4

3 7 43.7 3

2 4 25.0 2

1 2 12.5 1

計 16 100.0 計

7

6

5 1 6.3

4 2 12.5 4

3 8 50.0 3

2 3 18.7 2

1 2 12.5 1

計 16 100.0 計

区分 7級 6級 5級 4級 3級 1級

行政職 部長・参事 課長・副参事 課長補佐・施設長 主査 係長・主幹
定型的な業務
を行う職務

平成30年1月1日現在

（級別の標準的な職務内容）

行 政 職 （ 二 ）
区 分

行 政 職 （ 一 ）

平成30年7月１日現在

高度の知識又は経験を必要と
する業務を行う職務

2級
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（単位：人）

行政職（一） 行政職（二）

職 員 数 (Ａ) 16 16

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) 13 13

１号給

２号給 1 1

３号給

４号給 4 4

５号給 8 8

６号給

７号給

比 率 (B)/(A) (％) 81.3 81.3

職 員 数 (Ａ) 16 16

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) 16 16

１号給

２号給 1 1

３号給

４号給 4 4

５号給 11 11

６号給

７号給

比 率 (B)/(A) (％) 100.0 100.0

補

正

前

号 給 数 別 内 訳

　　　エ　昇給

区 分 合 計
代 表 的 な 職 種

補

正

後

号 給 数 別 内 訳
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　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 そ の 他 の

（月分） （月分） （月分） （月分） 加 算 措 置 等

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 有

国 の 制 度
(支給率等 )

同上 同上 同上 同上 有

区 分 備 考
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